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第２０回 小野市農業委員会 議事録 

 

 

１ 開催日時  令和７年１１月２１日（金）午後１時２５分～午後２時４５分 

 

２ 開催場所  小野市役所 ２階 会議室２－１・２－２ 

 

３ 出席委員  （農業委員８名） 

         １： 池澤 弘子     ２： 住本 昌彦 

         ３： 岸本 富生     ４： 住本 浩也 

         ５： 稲田 保      ６： 山田 英俊 

         ７： 中尾 正美     ８： 服部 正代 

        （農地利用最適化推進委員１５名） 

         ９： 大谷 敏行    １０： 田中 勝 

        １１： 藤原 三男    １２： 井上 勝秀 

        １３： 藤原 一男    １４： 井上 秀隆 

        １５： 増田 種正    １６： 林  茂雄 

        １７： 大島 育雄    １８： 片山 嘉彦 

        １９： 横山 和行    ２０： 西山 彰彦 

        ２１： 中村 富昭    ２２：  松尾 信行 

        ２３： 永井 達郎 

 

４ 欠席委員  （農業委員０名）  

（農地利用最適化推進委員０名） 

 

５ 議事に関係した事務局職員 

        事務局長    藤原 政俊 

        事務局     河嶋 雅浩 

 

６ 会議に付した事件 

  議事 

   議案第 111号  農地法第３条の規定による許可申請に対する許可について 

   議案第 112号  農地法第５条の規定による許可申請に対する進達について 

議案第 113号  農用地利用集積計画等促進計画に係る意見について 

        （農地中間管理権/所有権移転） 

   議案第 114号 小野市地域計画（案）に関する意見について 

 

  報告事項 

   報告１ 各種証明書の交付 
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   報告２ 農地法第１８条第６項及び同法施行規則第６８条の規定による小 

       作の解約通知の受理 

   報告３ 農地法第３条の３第１項の規定による届出の受理 

 

 

【 開 会 】 

 

○議長  開会にあたりまして一言ご挨拶申し上げます。 

     １１月も後半に近づきまして、本当に朝晩寒くなってまいりました。今 

    日、朝起きて、家の裏の田んぼにまいているアラヌカを見ていましたら、 

    初霜が下りたように真っ白になっておりました。 

     今月から皆様も上着を着用いただいておりますが、来年の夏前まで着用 

    いただくことになります。 

     今年のお米の状況ですけども、豊作で、皆さんも数量が多かったと思い 

    ます。ところが、米の品質は思ったより良くなくて、知り合いに聞きまし 

    たら、ほとんどの方が２等米でした。新聞で見ていますと、１等米の比率 

    は全国で７７パーセントとなっており、これは平年並みだそうです。 

ところが、兵庫県の１等米の比率は２７．５パーセントで、全国平均と 

    比べたら非常に１等米の比率は悪い状況でした。原因は何かというと、高 

    温障害による生育不良と、病害虫（イモチ病）によるものだそうです。 

     米の金額のことを考えますと、少し品質が悪くても、数量が多かったら 

    懐に入るお金も多かったのではないかと思います。今年は良い年であった 

    と思っております。 

     私は、酒米の山田錦を３分の１ほど耕作しておりまして、今年は山田錦 

    が倒れまして、コンバインで収穫する時、３回詰まって故障して、農機具 

    屋に来てもらいました。私のコンバインは２条刈りで、年数も２０年ほど 

    経過しています。そのため、ベルトが切れたり、詰まったりしました。 

もうそろそろ買い替えかと思って、○○○○の展示会がありましたので、 

    どれくらいの値段するのか見に行ったら、３条刈りで５００万円、４条刈 

    りでしたら１，０００万円近くしておりました。私は７６歳ですので、い 

    くら乗っても２０年も乗れないので、よく乗って１０年、へたしたら５年 

    も乗れないかと思って、コンバインに５００万円も１，０００万円も出し 

    ていたら、死ぬまでに元を取れないなと思い、買わずに帰ってきたところ 

    であります。 

      

     本日第２０回小野市農業委員会を開催しましたところ、委員の皆様方に 

    は何かとお忙しい中、ご出席をいただきまして誠に有難うございます。 

     また、調査担当委員さんには、早朝より現地調査を実施していただきあ

りがとうございました。のちほど、現地調査報告をよろしくお願いいたし

ます。 
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     さて、本日の委員会では、農地法第３条の許可、第５条の許可申請に対

する進達、農用地利用集積計画等促進計画に係る意見について、ほかの審

議を予定しております。 

     そこで、議案審議において、ご質問・ご意見がある場合は、必ず挙手を

していただき議席番号、氏名を言ってから発言をしていただきますようお

願い申し上げます。 

     委員各位におかれましては、各議案に対して、慎重にご審議をいただき、

適正なるご決定をいただきますようお願い申し上げます。 

 

○議長  それでは、ただいまから第２０回小野市農業委員会を開会いたします。 

          （議長着席） 

 

〇議長  まず、最初にご報告申し上げます。 

     本日の委員会は、全員出席であることをご報告いたします。 

 

○議長  次に、議事録署名委員２名を指名させていただきます。 

     このたびの委員会の議事録署名委員には、議席番号６番 山田英俊委員、

１番 池澤弘子委員にお願いいたします。 

 

 

（農地法第３条関係） 

○議長  それでは、これより議事に入ります。議案第１１１号を上程いたします。 

     提案説明を事務局からいたします。 

 

○事務局（藤原） 議案書の１ページをお願いします。 

    

議案第１１１号 

     農地法第３条の規定による許可申請に対する許可について 

     別紙の農地法第３条の規定による許可申請について、許可の適否につき

意見を求める。 

     令和７年１１月２１日提出 

     小野市農業委員会 会長  中尾 正美 

     詳細は、２ページから３ページの１２件になります。ご審議をお願いい

たします。 

 

○議長  議案第１１１号は、ただいま事務局が説明しましたとおり、農地法第３

条関係でございます。 

     該当地区の担当委員により申請内容について、事前に調査を行っておら

れますので、その説明をしていただき、審議を進めたいと存じます。 



4 
 

     なお、各申請につきましては、事務局において農地法第３条第２項各号

に該当しておらず、許可要件を満たしているものとして提案しております。 

 

○議長  それでは１番について、地元委員から説明をお願いいたします。 

 

○○○番 ○○番○○が、１番について説明いたします。 

     議案書の２ページ、及び参考資料の、１ページから２ページまでをあわ 

    せてご覧ください。 

     申請人：譲受人 黍田町○ ○○ ○○、譲渡人 加東市東実○○ ○   

   ○ ○○○、申請地：所在地 黍田町字○○○○○○ 地目田 面積○○ 

    ㎡ 自作地、黍田町字○○○○○○ 地目田 面積○○㎡ 自作地、黍田 

    町字○○○○○○ 地目田 面積○○㎡ 自作地、合計３筆、合計面積 

    ○○○○㎡、摘要として、売買による所有権移転であります。 

     申請地の所有者は、○○さんが所有されておられ、相続により加東市に 

    嫁がれて○○○○さんが所有されておられます。 

     申請地は、黍田町内の８５歳になられる方が耕作されておられましたが、 

    高齢で体調を崩して耕作できないということで、引き続いて耕作できる方 

    を黍田町内で調整した結果、次の２番、３番の申請地と同様に、申請地の 

    近隣農地を耕作されている方に譲り渡すことになり、譲受人の○○さんが 

    譲り受けることとなりました。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○議長  １番について、説明は終わりました。１番についてご質問、ご意見はご

ざいませんか。 

          （発言なし） 

 

○議長  ご質問、ご意見が無いようでありますので、１番については許可するこ

とに決定してご異議ございませんか。 

          （異議なしの声あり） 

 

○議長  ご異議が無いようでありますので、１番については許可することに決定

いたします。 

 

〇議長  それでは２番について、地元委員から説明をお願いいたします。 

 

○○○番 ○○番○○が、２番について説明いたします。 

     議案書の２ページ、及び参考資料の、３ページから４ページまでをあわ 

    せてご覧ください。 

申請人：譲受人 黍田町○○○ ○○ ○○、譲渡人 加東市東実○○ 

     ○○ ○○○、申請地：所在地 黍田町字○○○○○○ 地目田 面積 

    ○○㎡ 自作地、黍田町字○○ 地目田 面積○○㎡ 自作地、 
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    黍田町字○○○○○○ 地目田 面積○○○㎡ 自作地、合計３筆、合計 

    面積○○㎡、摘要として、売買による所有権移転であります。 

     申請地は、黍田町内の８５歳になられる方が耕作されておられましたが、 

    高齢で体調を崩して耕作できないということで、引き続いて耕作できる方 

    を黍田町内で調整した結果、１番の申請地と同様に、申請地の近隣農地を 

    耕作されている方に譲り渡すことになり、譲受人の○○さんが譲り受ける 

    こととなりました。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○議長  ２番について、説明は終わりました。２番についてご質問、ご意見はご

ざいませんか。 

          （発言なし） 

 

○議長  ご質問、ご意見が無いようでありますので、２番については許可するこ

とに決定してご異議ございませんか。 

          （異議なしの声あり） 

 

○議長  ご異議が無いようでありますので、２番については許可することに決定

いたします。 

 

〇議長  それでは３番について、地元委員から説明をお願いいたします。 

 

○○○番 ○○番○○が、３番について説明いたします。 

     議案書の２ページ、及び参考資料の、５ページから６ページまでをあわ 

    せてご覧ください。 

申請人：譲受人 黍田町○○ ○○ ○○、譲渡人 加東市東実○○ 

     ○○ ○○○、申請地：所在地 黍田町字○○○○○○ 地目田 面積 

    ○○㎡ 自作地、黍田町字○○○○○○ 地目田 面積○○○㎡ 自作地、 

    合計２筆、合計面積○○○㎡、摘要として、売買による所有権移転であり 

    ます。 

     申請地は、黍田町内の８５歳になられる方が耕作されておられましたが、 

    高齢で体調を崩して耕作できないということで、引き続いて耕作できる方 

    を黍田町内で調整した結果、１番、２番の申請地と同様に、申請地の近隣 

    農地を耕作されている方に譲り渡すことになり、譲受人の○○さんが譲り 

    受けることとなりました。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○議長  ３番について、説明は終わりました。３番についてご質問、ご意見はご

ざいませんか。 

          （発言なし） 

 

○議長  ご質問、ご意見が無いようでありますので、３番については許可するこ
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とに決定してご異議ございませんか。 

          （異議なしの声あり） 

 

○議長  ご異議が無いようでありますので、３番については許可することに決定 

    いたします。 

 

〇議長  それでは４番について、次の５番、６番と関連がございますので、あわ 

    せて地元委員から説明をお願いいたします。 

 

○○○番 ○○番○○が、４番、５番、６番について説明いたします。 

     ４番 

     議案書の２ページ、及び参考資料の、７ページから８ページまでをあわ 

    せてご覧ください。 

申請人：譲受人 小田町○○ ○○ ○○、譲渡人 久保木町○○ ○ 

    ○ ○○、申請地：所在地 久保木町字○○○○○ 地目田 面積○○○ 

    ㎡ 自作地、摘要として、使用貸借権の設定であります。 

     今回の申請地は、以前から利用権の設定により、耕作をされておられま 

    したが、利用権設定の期間満了となり、利用権設定の制度が廃止となった 

    ため、譲受人と譲渡人と協議の結果、農地法第３条の使用貸借権の設定（期 

    間５年間）による申請となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたし 

    ます。 

 

     ５番 

議案書の２ページ、及び参考資料の、９ページから１０ページまでをあ 

    わせてご覧ください。 

申請人：譲受人 小田町○○ ○○ ○○、譲渡人 久保木町○○ ○ 

    ○ ○○○、池尻町○○ ○○ ○○、久保木町○○ ○○ ○○、加東 

    市○○○○○○○ ○○ ○○、申請地：所在地 久保木町字○○○○○ 

     地目田 面積○○○㎡ 自作地、摘要として、賃借権の設定であります。 

     今回の申請地は、以前から利用権の設定により、耕作をされておられま 

    したが、利用権設定の期間満了となり、利用権設定の制度が廃止となった 

    ため、譲受人と譲渡人と協議の結果、農地法第３条の賃借権の設定（期 

    間５年間）による申請となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたし 

    ます。 

 

     ６番 

     議案書の２ページ、及び参考資料の、１１ページから１２ページまでを 

    あわせてご覧ください。 

申請人：譲受人 小田町○○ ○○ ○○、譲渡人 三木市○○○○○ 

    ○○ ○○、申請地：所在地 久保木町字○○○○○○ 地目田 面積 
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    ○○○○㎡ 自作地、摘要として、賃借権の設定であります。 

     今回の申請地は、以前から利用権の設定により、耕作をされておられま 

    したが、利用権設定の期間満了となり、利用権設定の制度が廃止となった 

    ため、譲受人と譲渡人と協議の結果、農地法第３条の賃借権の設定（期 

    間５年間）による申請となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたし 

    ます。 

  

○議長  ４番、５番、６番について、説明は終わりました。４番、５番、６番に

ついてご質問、ご意見はございませんか。 

（発言なし） 

 

○議長  ご質問、ご意見が無いようでありますので、４番、５番、６番について

は許可することに決定してご異議ございませんか。 

          （異議なしの声あり） 

 

○議長  ご異議が無いようでありますので、４番、５番、６番については許可す

ることに決定いたします。 

 

〇議長  それでは７番について、次の８番と関連がございますので、あわ 

    せて地元委員から説明をお願いいたします。 

 

○○○番 ○○番○○が、７番、８番について説明いたします。 

     ７番 

     議案書の３ページ、及び参考資料の、１３ページから１４ページまでを 

    あわせてご覧ください。 

申請人：譲受人 小田町○○ ○○ ○○、譲渡人 曽根町○○ ○○  

     ○○、申請地：所在地 曽根町字○○○○○ 地目田 面積○○㎡ 自 

    作地、曽根町字○○○○ 地目田 面積○○㎡ 自作地、合計２筆、合 

    計面積○○○○㎡、摘要として、賃借権の設定であります。 

     今回の申請地は、以前から利用権の設定により、耕作をされておられま 

    したが、利用権設定の期間満了となり、利用権設定の制度が廃止となった 

    ため、譲受人と譲渡人と協議の結果、農地法第３条の賃借権の設定（期 

    間５年間）による申請となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたし 

    ます。 

 

     ８番 

     議案書の３ページ、及び参考資料の、１５ページから１６ページまでを 

    あわせてご覧ください。 

申請人：譲受人 小田町○○ ○○ ○○、譲渡人 曽根町○○ ○○  

     ○○、申請地：所在地 曽根町字○○○○○ 地目田 面積○○㎡ 自 
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    作地、曽根町字○○○○ 地目田 面積○○○㎡ 自作地、合計２筆、合 

    計面積○○○○㎡、摘要として、賃借権の設定であります。 

     今回の申請地は、以前から利用権の設定により、耕作をされておられま 

    したが、利用権設定の期間満了となり、利用権設定の制度が廃止となった 

    ため、譲受人と譲渡人と協議の結果、農地法第３条の賃借権の設定（期 

    間５年間）による申請となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたし 

    ます。 

 

○議長  ７番８番について、説明は終わりました。７番８番についてご質問、ご

意見はございませんか。 

（発言なし） 

 

○議長  ご質問、ご意見が無いようでありますので、７番、８番については許可

することに決定してご異議ございませんか。 

          （異議なしの声あり） 

 

○議長  ご異議が無いようでありますので、７番、８番については許可すること

に決定いたします。 

 

〇議長  それでは９番について、地元委員から説明をお願いいたします。 

 

○○○番 ○○番○○が、９番について説明いたします。 

     議案書の３ページ、及び参考資料の、１７ページから２０ページまでを 

    あわせてご覧ください。 

申請人：譲受人 小田町○○ ○○ ○○、譲渡人 小田町○○○ ○ 

    ○ ○○○、申請地：所在地 小田町字○○○○○○ 地目田 面積○○ 

    ㎡ 自作地、小田町字○○○○○○ 地目田 面積○○㎡ 自作地、小田 

    町字○○○○○○ 地目田 面積○○㎡ 自作地、小田町字○○○○○○ 

     地目田 面積○○○㎡ 自作地、小田町字○○○○○○ 地目田 面 

    積○○○○㎡ 自作地、小田町字○○○○○ 地目田 面積○○○㎡ 自 

    作地、合計６筆、合計面積○○○㎡、摘要として、売買による所有権移転 

    であります。 

     譲渡人の○○さんは、主人が亡くなられた後、町内の方に耕作をお願い 

    しておりましたが、子どもも娘２人で今後も耕作することが難しいため、 

    譲受人の○○さんと売買の話がまとまり今回の申請となりました。ご審議 

    のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○議長  ９番について、説明は終わりました。９番についてご質問、ご意見はご

ざいませんか。 

（発言なし） 
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○議長  ご質問、ご意見が無いようでありますので、９番については許可するこ

とに決定してご異議ございませんか。 

          （異議なしの声あり） 

 

○議長  ご異議が無いようでありますので、９番については許可することに決定

いたします。 

 

〇議長  それでは１０番について、地元委員から説明をお願いいたします。 

 

○○○番 ○○番○○が、１０番について説明いたします。 

     議案書の３ページ、及び参考資料の、２１ページから２２ページまでを 

    あわせてご覧ください。 

申請人：譲受人 住吉町○○ ○○ ○○○、譲渡人 加東市○○○○ 

     ○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○ ○○ 

     ○○、申請地：所在地 住吉町町字○○○○○○ 地目田 面積○○○ 

    ㎡ 自作地、住吉町字○○○○○ 地目田 面積○○○㎡ 自作地、住吉 

    町字○○○○ 地目田 面積○○○㎡ 自作地、住吉町字○○○○○ 地 

    目田 面積○○○㎡ 自作地、合計４筆、合計面積○○○○○㎡、摘要と 

    して、売買による所有権移転であります。 

     この件につきましては、○○○○さんが三木市で○○○○業をされてお 

    られましたが、破綻いたしまして競売にかけられることとなりました。 

     譲受人の○○○○○さんは、○○○○さんのお母さんになられ、孫がお 

    りますので、その子のために田んぼを買い戻すために今回の申請となりま 

    した。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○議長  １０番について、説明は終わりました。１０番についてご質問、ご意見

はございませんか。 

 

○議長  事務局に確認しますが、申請地の合計面積が小数点以下まで表記されて

いますが、どういうことですか。 

 

○事務局 基本的には小数点以下までは表記しません。４筆のうち、１筆が１０平

方メートル以下の面積があり、１０平方メートル以下の面積の場合のみ小

数点以下の面積表記をすることとなり、４筆の合計面積も小数点以下の表

記となっております。 

 

○議長  ほかに、ご質問、ご意見はございませんか。 

（発言なし） 
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○議長  ご質問、ご意見が無いようでありますので、１０番については許可する

ことに決定してご異議ございませんか。 

          （異議なしの声あり） 

 

○議長  ご異議が無いようでありますので、１０番については許可することに決

定いたします。 

 

〇議長  それでは１１番について、次の１２番と関連がございますので、あわ 

    せて地元委員から説明をお願いいたします。 

 

○○○番 ○○番○○が、１１番、１２番について説明いたします。 

     １１番 

     議案書の３ページ、及び参考資料の、２３ページから２４ページまでを 

    あわせてご覧ください。 

     １１番 

申請人：譲受人 三和町○○ ○○ ○○、譲渡人 三和町○○○ ○ 

    ○ ○○○、申請地：所在地 三和町字○○○○○ 地目田 面積○○○ 

    ㎡ 自作地、摘要として、売買による所有権移転であります。 

     譲渡人の○○さんは年齢も８０歳くらいで、後継者もいらっしゃらない 

    ため、申請地も何十年も耕作されていなかったことから、譲受人の○○さ 

    んと売買の話がまとまり今回の申請となりました。ご審議のほど、よろし 

    くお願いいたします。 

 

     １２番 

     議案書の３ページ、及び参考資料の、２５ページから２６ページまでを 

    あわせてご覧ください。 

申請人：譲受人 三和町○○ ○○ ○○、譲渡人 西宮市○○○○○ 

    ○○○○ ○○ ○○、申請地：所在地 三和町字○○○○○○○ 地目 

    田 面積○○㎡ 自作地、摘要として、贈与による所有権移転であります。 

     申請地の近くに譲受人の○○さんが農地を耕作されておられ、贈与によ 

    る話がまとまり今回の申請となりました。ご審議のほど、よろしくお願い 

    いたします。 

 

○議長  １１番、１２番について、説明は終わりました。１１番、１２番につい

てご質問、ご意見はございませんか。 

（発言なし） 

 

○議長  ご質問、ご意見が無いようでありますので、１１番、１２番については

許可することに決定してご異議ございませんか。 

          （異議なしの声あり） 
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○議長  ご異議が無いようでありますので、１１番、１２番については許可する

ことに決定いたします。 

 

○議長  以上、議案第１１１号 農地法第３条関係では、申請件数１２件、うち

許可件数１２件により審議は終了いたしました。 

 

 

（農地法第５条関係） 

○議長  次に、議案第１１２号を上程いたします。 

     提案説明を事務局からいたします。 

 

○事務局（藤原） 議案書の５ページをお願いします。 

    

議案第１１２号 

     農地法第５条の規定による許可申請に対する進達について 

     別紙の農地法第５条の規定による許可申請について、許可の適否につき

意見を求める。 

     令和７年１１月２１日提出 

     小野市農業委員会 会長  中尾 正美 

     詳細は、６ページの３件となります。よろしくご審議をお願いいたしま

す。 

 

○議長  議案第１１２号は、ただいま事務局が説明しましたとおり、農地法第５

条関係でございます。 

     該当地区の担当委員により申請内容について、事前に調査を行っておら

れますので、その説明をしていただき、その後に、現地調査班長から現地

調査報告をお願いして、審議を進めたいと存じます。 

 

○議長  それでは１番について、地元委員から説明をお願いいたします。 

 

○○○番 ○○番○○が、１番について説明いたします。 

     参考資料の、２７ページから２８ページをあわせてご覧ください。 

     申請人：譲受人（借人） 西脇市○○○○○○ ○○○○○○○○ ○ 

    ○ ○○、譲渡人（貸人） 住吉町○○○ ○○ ○、申請地：所在地 住 

    吉町字○○○○○○ 地目田 面積○○㎡ 自作地、摘要として、所有権 

    移転 一般住宅 １棟 木造平屋建 126㎡ 露天駐車場 普通自動車 

     ４台 ドックラン（第３種農地）となります。 

     譲渡人の○○○氏の三男で譲受人の○○○○氏が現在西脇市に住んで 

    おられまして、○○○○○○で勤務をしております。譲受人の○○○○氏 
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    に子どもができまして、住吉町へ帰ってくるということで○○○氏の所有 

    している田んぼを子に譲り渡し、今回家を建てるものであります。よろし 

    くご審議のほどお願いします。 

 

○議長  引き続きまして、現地調査報告をお願いいたします。 

 

○○○番 ○○番○○が、１番の現地調査報告をいたします。 

     ただいま地元委員から詳しく説明がありましたとおりでございます。 

     相隣関係としましては、東側が道路、西側が宅地、南側が宅地、北側が

田と宅地となっております。 

     従いまして、隣接農地の同意書、水利、区長の同意書、土地改良区の意

見書があれば良いかと思います。 

      

○事務局 ありがとうございます。隣接農地の同意書、水利、区長の同意書、土地

改良区の意見書は提出されております。 

       

○議長  １番については、説明が終わりました。必要書類は、提出されておりま

す。本件についてご質問、ご意見はございませんか。 

          （質問なし） 

 

○議長  ご質問、ご意見が無いようでありますので、１番については進達するこ

とに決定してご異議ございませんか。 

          （異議なしの声あり） 

 

○議長  ご異議が無いようでありますので、１番については進達することに決定

いたします。 

 

○議長  それでは２番について、次の３番と関連がございますので、あわせて地 

    元委員から説明をお願いいたします。 

 

○○○番 ○○番○○が、２番、３番について説明いたします。 

     ２番 

     参考資料の、２９ページから３０ページをあわせてご覧ください。 

     申請人：譲受人 神戸市中央区○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ 

    ○○ ○○ ○○○、譲渡人 市場町○○ ○○ ○○、申請地：所在地 

     市場町字○○○○ 地目田 面積 710㎡ 小作地、摘要として、所有権 

    移転、太陽光発電設備 パネル枚数 143枚 出力 49.5kw （第２種農地） 

    となります。 

     今回の申請地は、７，８年ほど前から両者で太陽光発電設置の話がまと 

    まっていましたが、これまで最終の申請まで至らずにいましたが、今回最 
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    終の話がまとまり今回の申請となっております。よろしくご審議のほどお 

    願いします。 

 

     ３番 

     参考資料の、３１ページから３２ページをあわせてご覧ください。 

     申請人：譲受人 神戸市中央区○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○ 

    ○○ ○○ ○○○、譲渡人 高山町○○○○ ○○ ○○、市場町○○ 

     ○○ ○○、申請地：所在地 市場町字○○○○○ 地目田 面積○○ 

    ㎡ 自作地、市場町字○○○○○ 地目田 面積○○㎡ 自作地、市場町 

    字○○○ 地目田 面積○○㎡ 自作地、合計３筆、合計面積○○○○㎡、 

    摘要として、所有権移転、太陽光発電設備 パネル枚数 247枚 出力 

    49.5kw （第２種農地）となります。 

     今回の申請地は、７，８年ほど前から両者で太陽光発電設置の話がまと 

    まっていましたが、これまで最終の申請まで至らずにいましたが、今回最 

    終の話がまとまり今回の申請となっております。よろしくご審議のほどお 

    願いします。 

 

○議長  引き続きまして、現地調査報告をお願いいたします。 

 

○○○番 ○○番○○が、２番、３番の現地調査報告をいたします。 

     それでは、まず２番の現地調査報告をいたします。 

     ただいま地元委員から詳しく説明がありましたとおりでございます。 

     相隣関係としましては、東側が山林、西側が田、南側が水路、北側が道

路となっております。 

     従いまして、隣接農地の同意書、水利、区長の同意書、土地改良区の意

見書があれば良いかと思います。 

     引き続き、３番の現地調査報告をいたします。 

     ただいま地元委員から詳しく説明がありましたとおりでございます。 

     相隣関係としましては、東側が道路、西側が道路、南側が水路、北側が

道路となっております。 

     従いまして、水利、区長の同意書、土地改良区の意見書があれば良いか

と思います。 

 

      

○事務局 ありがとうございます。隣接農地の同意書、水利、区長の同意書、土地

改良区の意見書は提出されております。 

       

○議長  ２番、３番については、説明が終わりました。必要書類は、提出されて

おります。本件についてご質問、ご意見はございませんか。 

          （質問なし） 
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○議長  ご質問、ご意見が無いようでありますので、２番、３番については進達

することに決定してご異議ございませんか。 

          （異議なしの声あり） 

 

○議長  ご異議が無いようでありますので、２番、３番については進達すること

に決定いたします。 

 

○議長  以上、議案第１１２号 農地法第５条関係では、申請件数３件、うち進 

    達件数３件により審議は終了いたしました。 

 

 

○議長  ここで、午後２時１５分まで休憩といたします。 

 

 

（農用地利用集積等促進計画に係る意見について（農地中間管理権/所有権移転）） 

〇議長  休憩を解きまして、議事を再開いたします。 

     議案第１１３号、１１４号の説明者として、地域振興部産業創造課より

お越しいただいております。 

      （産業創造課あいさつ） 

 

〇議長  次に議案、第１１３号を上程いたします。提案説明を事務局からいたし 

    ます。 

 

○事務局（藤原） 議案書の７ページをお願いします。 

 

   議案第１１３号 

     農用地利用集積等促進計画に係る意見について（農地中間管理権/所有 

    権移転） 

     農用地利用集積等促進計画を定めるにあたり、農地中間管理事業の推進 

    に関する法律第１９条の規定に基づき、農業委員会の意見を求める。 

     令和７年１１月２１日提出 

     小野市農業委員会 会長  中尾 正美 

 

     ８ページをお願いします。 

     市長部局より、令和７年１０月２７日付けで、意見を求められています。 

     本日、机上に置かせていただいております資料が、「農用地利用集積等

促進計画」となっております。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

〇議長  議案第１１３号は、ただいま事務局から説明しましたとおり、「農用地 
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    利用集積等促進計画に係る意見について（農地中間管理権/所有権移転）」 

    でございます。 

 この議案につきましては、産業創造課から内容説明をしていただき、そ 

の後にご意見をお聞きしたいと思います。それでは、産業創造課から内容 

説明をお願いいたします。 

 

〇産業  議案第１１３号「農用地利用集積等促進計画に係る意見について」の提 

    案説明をいたします。 

     議案資料は、７ページから８ページまでとなり、別に配布しております 

    議案参考資料の３３ページ、３４ページ、そしてもう一つ、Å４サイズ２ 

    枚もので、左上に「農用地利用集積等促進計画（所有権移転関係）」とみ 

    だしのある資料、計３点を見ていただきながら、説明を進めていきます。 

     今回は、農地中間管理権による所有権移転１件で、筆数で言いますと１ 

    筆となっております。 

     所有権移転に係る農地は、敷地町に在住の○○○○氏が所有する農地で、 

    所在等は浄谷町字○○○○○○○ 地目田 面積○○○㎡となります。ほ 

    場整備は実施済みの農地であります。 

     この農地を購入する者は、小野市の認定農業者である○○○○さんで、 

    現在、大部地区、小野地区を拠点エリアとして、水稲を中心とした土地利 

    用型農業を展開されております。現在の○○○○さんの耕作規模は○○○ 

    ○ヘクタールとなっております。 

     売買価格でありますが、資料ではあえて空欄にしておりますが、○○○ 

    万円で購入することとなっております。 

     市としましては、①自作農地の拡大による経営基盤の強化につながる内 

    容であること、②市が担い手農業者と位置付ける者への農地の集約につな 

    がり、浄谷町における地域計画に一致する内容であることから、妥当な所 

    有権移転であるものと考えております。 

     以上をもちまして、議案第１１３号「農用地利用集積等促進計画に係る 

    意見について（農地中間管理権/所有権移転）」の提案説明を終わります。 

 

〇議長  ただいまの説明につきまして、何かご質問、ご意見はございませんか。 

 

○議長  農地中間管理権で所有権移転をしているが、何のメリットがありますか。 

 

○事務局 通常、土地を譲渡した場合、５年未満ですと４０パーセント、取得原価 

    と売却価格との差（利益）に対して、長期譲渡の場合は約２０パーセント、 

    譲渡課税がかかります。通常農地改革とか、お父さんやおじいさんが買わ 

    れていない場合、取得原価がわからない場合、５パーセントとみなされて 

    しまいますので、２００万円で売れた場合、１０万円の取得原価となりま 

    すので、１９０万円利益が出たこととなり、それの２０パーセントの税金 
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    を納めることとなります。 

     それが、この制度を使ったら８００万円控除されることとなります。だ 

    から、売られた方は、丸々利益となります。 

 

○議長  今回のケースであれば、○○万円売られた方は、税金がかからないと 

    いうことですか。 

 

○事務局 そのとおりです。 

 

○議長  このような申請は、今回初めてですか。 

 

○事務局 昨年までも、経営基盤強化促進法で所有権移転はありました。相手方が 

    認定農業者でないとダメという条件があります。 

 

○産業  基本的に認定農業者の場合に限られてきます。 

従来、小野市でもこれまでからやっておりました基盤強化法に基づきや 

    っておりました利用集積で所有権移転をした場合と同様の内容となりま 

    す。今回ですと、○○○○さんは認定農業者で、かつ条件として地域計画 

    の中で、この土地が担い手農業者に利用されている前提があります。この 

    ように、ぴたっと合う計画をされています。 

 

○○○番 ○○番：○○委員 

     田んぼの売買の場合、登記の費用を市が支払ってくれると聞いたが、そ 

    うなんですか。 

 

○産業  従来の市が、市長の権限でやっておりました認定農業者の利用集積の場 

    合、所有権移転の登記を市が行っておりましたので、登記費用が０円でし 

    た。 

     ただ、この制度は、令和７年３月末までの取引で終了となりましたので、 

    今この利用集積が無くなって、８００万円の控除の部分が農地中間管理権 

    に基づく、ひょうご農林機構を通じた売買の場合でしか８００万円の控除 

    が適用されません。ひょうご農林機構が登記の事務をするのですが、登記 

    費用そのものは今の制度でしたら買取主（購入者）に係ることとなってお 

    ります。従来でしたら登記費用は０円でしたが、登記費用がかかるように 

    なっております。ただ、売主の譲渡所得の控除（８００万円）は引き続き 

    適用されます。売主の特典は変わらず、買主の方は登記費用がかかるよう 

    になります。今回の農地でしたら、登記費用１０万円ほどかかります。実 

    際には７万円程度かと思います。 

 

○議長  ひょうご農林機構に則った制度においても、登記費用が必要ということ 
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    ですか。 

 

○産業  ひょうご農林機構に則った制度ではありますが、登記費用だけは買主負 

    担となっております。 

 

○議長  ほかに、ご質問、ご意見はございませんか。 

         （発言なし） 

 

〇議長  ご質問、ご意見が無いようでありますので、本件については原案のとお 

    り決定することに、ご異議ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

 

〇議長  ご異議が無いようでありますので、本件については原案のとおり決定い 

    たします。 

 

〇議長  以上、議案、第１１３号「農用地利用集積等促進計画に係る意見につい 

    て（農地中間管理権/所有権移転）」に関する審議は終了しました。 

 

 

（小野市地域計画（案）関する意見について） 

○議長  次に、議案第１１４号を上程いたします。 

     提案説明を事務局からいたします。 

      

○事務局（藤原） 議案書の９ページをお願いします。 

 

   議案第１１４号 

     小野市地域計画（案）に関する意見について 

     農業経営基盤強化促進法第１９条第６項の規定に基づき、小野市地域計 

    画（案）について意見を求める。 

     令和７年１１月２１日提出 

     小野市農業委員会 会長  中尾 正美 

 

     １０ページをお願いします。 

     市長部局より、令和７年１１月５日付けで、意見を求められています。 

     意見聴取を求められる地域計画（案）は、１計画となっております。 

     ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

〇議長  議案第１１４号は、ただいま事務局から説明しましたとおり、「小野市 

    地域計画（案）に関する意見について」でございます。 

 この議案につきましては、産業創造課から内容説明をしていただき、そ 
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の後にご意見をお聞きしたいと思います。それでは、産業創造課から内容 

説明をお願いいたします。 

 

〇産業  続いて、議案第１１４号「小野市地域計画（案）に関する意見について」 

    の提案につきまして、説明させていただきます。 

     まず、現状でありますが、現在、市内６８ある農業集落において、順次、 

    地域計画を策定しており、うち６２の集落で完成し、残り６の集落につ 

    いて、同計画の策定を急いでいるところであります。 

 

     今回の議案でありますが、新規のもので、１つの地域計画案について、 

    貴委員会の意見を求めるものであります。 

     議案資料は９ページ、１０ページとなります。 

 審議にあたりましては、別途、配布しております、地域計画案の概要説 

明書と小野市地域計画案の３点をご覧ください。 

 それでは、新規の地域計画案について、説明してまいります。 

 今回は、新規分といたしまして、黒川町、１町の地域計画案を提案して 

おります。 

 では、黒川町の地域計画案について、説明をさせていただきます。 

 対象農地は３３．９ヘクタール、１０年後の担い手農業者への農地の利 

用集積の方針といたしましては、「現状維持」とするものであります。 

 その担い手への農地集約の面積は、増減はございません。 

 １０年後の農地集積率は、３０％を目指すこととしております。 

 主な営農の担い手といたしましては、認定農業者として、○○○○○○ 

○○○○、○○○○氏、○○○○氏、○○○○氏、その他の農業者として、 

○○○○○氏、○○○○氏、○○○○氏、○○○○氏、○○○○氏ほかと 

なります。 

 具体的な計画案の内容は、地域計画案１ページから４ページをご覧くだ 

さい。 

 以上をもちまして、議案１１４号 新規の地域計画案の提案説明を終わ 

ります。 

 

〇議長  ただいまの説明につきまして、何かご質問、ご意見はございませんか。 

 

○○○番 ○○番：○○委員 

     この黒川町の地域計画案ですが、１０年後の担い手農業者への農地の利 

    用集積の方針で、「現状維持」が多いですが、１０年先といえば状況がか 

    なり変わってくると思うのですが、年齢で７０歳ぐらいの方が１０年後と 

    いえば、農業をやめる方も多くなる年齢かと思います。そしてまた、地元 

    の長尾町でも私が聞いているのですが、このようなことは農業委員として、 

    市として進めていけばよいのでしょうか。地域内で状況が変わってきたら、 
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    町から市へ報告したらよいのか。 

 

○産業  地域計画案は、黒川町農会の話の中で、具体的に自分の農地を耕作でき 

    ない人の受け入れ先がいないので、現状維持にとどまっている計画となっ 

    ている状況であります。 

     今後、地域計画そのものは、状況の変化によって変えていくもので、毎 

    年変えてもいいし、担い手農家さんも変わりますので、例えば、○○○○ 

    ○○が黒川町のある特定のブロックを一式作れないから返しますよとい 

    った話など具体的な話が上がってきましたが、その都度、計画を変えてい 

    く形になります。一番いいのは、町の方から担い手にある程度まとまった 

    土地が提供できる情報をいただける話があれば、その都度、計画を変更し 

    ていけるような仕組みになっております。 

あくまでもこの地域計画は、一度作ったら計画に縛られるのではなくて、 

    補助事業の活用の中身とか、後追いで変えていけるような性質の計画であ 

    ります。 

 

○議長  ほかに、ご質問、ご意見はございませんか。 

（発言なし） 

 

○議長  ご質問、ご意見が無いようでありますので、本件については原案どおり

とすることに、ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

 

○議長  ご異議が無いようでありますので、本件については原案どおり決定いた

します。 

 

○議長  以上、議案、第１１４号 「小野市地域計画（案）に関する意見につい

て」に関する審議は終了しました。 

（産業創造課職員退席） 

 

  

（報告事項） 

○議長  次に、報告事項に移ります。 

     報告事項１から３を、一括して事務局から説明いたします。 

 

○事務局 １１ページをご覧ください。 

   報告１ 

     下記のとおり各種証明書を交付したので報告する。 

     （証明期間 令和７年１０月１日～令和７年１０月３１日） 

     令和７年１１月２１日 



20 
 

     小野市農業委員会 会長  中尾 正美 

 

（１）農家証明 番号１ 住所 復井町○○○○   

氏名 ○○ ○○ 

                 使用目的 農業用倉庫 

        農家証明につきましては合計１件、使用目的は、農業用倉庫の申 

       請です。 

 

（２）耕作証明 番号１ 住所 広渡町○○○○   

氏名 ○○ ○○ 

                 使用目的 軽油免税申請 

        耕作証明につきましては合計１件、使用目的は、軽油免税の申請    

       です。 

 

 

     引き続きまして、１２ページをご覧ください。 

   報告２ 

     下記のとおり農地法第１８条第６項及び同法施行規則第６８条の規定

による小作の解約通知が提出され受理したので報告する。 

     （受理期間 令和７年１０月１日～令和７年１０月３１日） 

     令和７年１１月２１日 

     小野市農業委員会 会長  中尾 正美 

 

     番号１ 届出人 貸人 長尾町○○○ ○○ ○○、借人 敷地町○○

○○ ○○○○○○ ○○ ○○、物件の表示 所在地 長尾町字○○○

○○○ 地目田 面積○○○㎡、長尾町字○○○○○○ 地目田 面積○

○○○㎡、合計２筆、合計面積○○○○㎡、摘要といたしまして、令和７

年１０月１７日受理、利用権 使用貸借権の合意解約で、農地法第１８条

第６項及び同法施行規則第６８条の規定に係る届出は、１０筆、12,792

㎡の４件です。 

 

     引き続きまして、１３ページをご覧ください。 

   報告３ 

     下記のとおり、農地法第３条の３第１項の規定による届出を受理したの

で報告する。 

     （受理期間 令和７年１０月１日～令和７年１０月３１日） 

     令和７年１１月２１日 

     小野市農業委員会 会長  中尾 正美 

 

     番号１ 
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     届出者 譲受人（相続人） 昭和町○○○○  ○○ ○○、 

         譲渡人（被相続人）昭和町○○○○  ○○ ○○、 

        物件の表示 所在地 昭和町字○○○○ 地目田、面積○○㎡、 

合計１８筆、合計面積○○○㎡、摘要といたしましては相続によ 

る所有権取得、令和７年１０月２日受理、農地法第３条の３第１ 

項の規定による届出は、合計４件、２３筆、12,785㎡でした。 

                

○議長  報告１から３について、事務局から説明が終わりました。 

     ただいまの報告について、ご質問、ご意見はございませんか。 

          （発言なし） 

 

○議長  無いようでありますので、報告事項については、これで終わります。 

 

 

【 閉 会 】 

 

○議長  以上で、本日予定いたしておりました議案すべての審議は終了しました。 

     皆様方には、各議案について、慎重にご審議をいただき誠に有難うござ

いました。 

     これをもちまして、第２０回小野市農業委員会を閉会いたします。 

 

 

上記、農業委員会等に関する法律、第３３条の規定に基づき議事録を作成し、署

名捺印する。 

 

 

    令和７年１１月２８日 

 

 

         小野市農業委員会会長 

                    

 

          議事録署名委員６番 

 

 

          議事録署名委員１番 


